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はじめに

◆ 本手引は、Jグランツにて申請を行う方法を説明した資料です。

対象の補助金は、 「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」の個人事業主用申請フォームです。

他の補助金に申請する場合にはご利用いただけません。

また、同補助金の法人/特定非営利活動法人用の申請フォームから申請する方は、専用の手引書がございますので、該当の手引書をご利用ください。

本補助金： 「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」の概要はこちらのページをご参照ください。

◆ 「小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 」の申請は、Jグランツでの電子申請に限定しております。

Jグランツでの電子申請では、申請基本要件の入力および各種申請様式を添付する方式となっております。

◆ 各種通知（採択/不採択/交付決定）はメールで送付されます。メールに添付される通知文書にて内容をご確認いただけます。

※郵送での通知文書はありませんのご注意ください。

メールの宛先は、申請時にご提出いたただく「担当者メールアドレス」になります。

◆ 申請締切日直前は、システムが混雑することが想定されますので、余裕をもって申請登録を行ってください。

◆ Jグランツの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。

・Windowsの場合：edge、Chrome、firefox（印刷、PDF出力の際、正確に出力されるChromeを推奨しております）

・macOSの場合：safari、Chrome、firefox（印刷、PDF出力の際、正確に出力されるChromeを推奨しております）

・Android版の場合：Chrome

なお、IE（インターネットエクスプローラー）からもアクセスは可能ですが、画面が正しく出力されないなど円滑な使用に支障が想定されます。

動作環境に適したブラウザをインストールのうえ、操作をお願いします。

◆ Jグランツの基本的な操作方法については、「事業者クイックマニュアル」もご用意がございます。次頁に詳細を記載しておりますので、併せてご活用ください。
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補助金申請システム 事業者クイックマニュアル

Jグランツ2.0の基本的な操作方法について記載している
「事業者クイックマニュアル」がございます。
下記リンクより閲覧、ダウンロードが可能となっておりますので、
本手引や公募要領と伴わせて、ご確認ください。

https://fs2.jgrants-portal.go.jp/操作マニュアル_事業者用.pdf

事業者クイックマニュアルURL：

【事業者クイックマニュアルのご案内】

https://fs2.jgrants-portal.go.jp/操作マニュアル_事業者用.pdf
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◆ 本補助金は、小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させる

ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

◆ 補助対象者は小規模事業者等です。 ※業種ごとに従業員数で小規模事業者等であるか否かを判断しています。

◆ 補助金額等の情報は下記の通りです。

• 補助上限：１００万円

• 補 助 率：３／４

• 感染防止対策費については、補助金総額の１／４（最大２５万円）を上限に補助対象経費に計上することが可能です。

（緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の１／２（最大５０万円）に上限を引上げ）。

• ２０２１年１月８日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。

◆ 公募申請は下記のスケジュールで受け付けます。

第1回受付締切：2021年 5月12日（水） / 第2回受付締切：2021年 7月 7日（水） / 第3回受付締切：2021年 9月 8日（水）

第4回受付締切：2021年11月10日（水） / 第5回受付締切：2022年 1月12日（水） / 第6回受付締切：2022年 3月 9日（水）

◆ 本補助金に関するよくあるご質問はHPに掲載している「よくあるご質問」にてご確認ください。

◆ 本事業に関するお問い合わせは、次頁をご確認ください。

本補助金の概要を記載します。詳細はHPや公募要領、よくあるご質問、参考資料をご確認ください。

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞の概要

https://www.jizokuka-post-corona.jp/


【個人事業主用】

6

お問い合わせにつきましては、４月１９日に開設予定の「小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター」で対応させていただきます。

なお、お問い合わせが集中した場合、電話がつながらないことや回答に時間を要する可能性がありますので、予めご了承ください。

「小規模事業者持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）コールセンター」

※受付時間：9:30～17:30（※土日祝日除く）

小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞についてのお問い合わせ
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Jグランツ（電子申請）による手続きの流れ（1/2）

公募要領、よくあるご質問、参考資料を必ず熟読ください。
※申請のために必要な情報が記載されています。

重要

１．最新の公募要領を本補助金事務局のホームページより確認しダウンロードする。
• 令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞HP

２．各種申請様式を、本補助金事務局のホームページより確認しダウンロードする。

*本項目は６．以降に実施いただいても構いません。公募要領と併せて申請様式をご確認いただくことを推奨します

【低感染リスク型】【様式１】経営計画及び補助事業計画

• 【低感染リスク型】【様式２－１】宣誓・同意書

• 【低感染リスク型】【様式２－２】宣誓・同意書（緊急事態宣言の再発令による特別措置適用者）

• 【低感染リスク型】【様式３】月間事業収入減少証明（緊急事態宣言影響）

• 【低感染リスク型】参考様式1_賃上げ表明書（給与支給総額）

• 【低感染リスク型】参考様式2_賃上げ表明書（事業場内最低賃金）

• ３次補正（小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞）参考資料

• 補助金額計算用資料 ※補助金額や感染防止対策経費の補助充当可能額に関する計算の誤りを減らすため、

必ず事前に「補助金額計算用資料」を用いて計算してください。

３．上記申請様式に内容を入力する。

*本項目は６．以降に実施いただいても構いません。公募要領と併せて申請様式をご確認いただくことを推奨します

４．GビズIDの申請・取得を行う。詳細はこちらのページをご参照ください。

５．事業者クイックマニュアルおよび本手引を確認する。

６．Jグランツにログイン後、申請フォームの入力を開始する。

Jグランツホームページ： https://www.jgrants-portal.go.jp/

公募申請公募申請

３．事業者クイックマニュアル・
本手引の確認

２．GビズID申請・取得

１．公募要領の確認

次ページへ

６．Jグランツへ入力

３．各種申請様式への入力*

５．事業者クイックマニュアル・
本手引の確認

４．GビズID申請・取得

１．公募要領の確認

次ページへ

２．各種申請様式の
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ*

６．Jグランツへ入力

重要

https://www.jizokuka-post-corona.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/
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Jグランツ（電子申請）による手続きの流れ（2/2）

公募申請

前ページより

９．※任意※
様式4をPDF化する

10．Ｊグランツへ
必要な申請様式を添付

７．Ｊグランツ下書き

11．Ｊグランツで申請

８.※任意※
地域の商工会/商工会議所に

様式４の発行依頼

７．一時保存を行いながら、全ての項目を入力する。
※一定時間、無操作状態が続くと、入力情報が保存されないままタイムアウトとなって
しまいます。入力画面に一時保存機能がございますので、ご活用ください。
一時保存する方法についてはこちらのページをご参照ください。

８．商工会/商工会議所へ様式４の発行を依頼する。※任意
（様式４の発行には一定の日数がかかります）
詳細はこちらのページをご参照ください。

９．商工会/商工会議所で発行された様式４をスキャナーなどでPDF化する。 ※任意
詳細はこちらのページをご参照ください。

10．Jグランツへ、必要な申請様式を添付する。

11．申請内容を再度確認し、問題がなければJグランツで申請する。
※一度申請を行うと、事務局からの差戻がない限り、申請情報の修正やキャンセル
はできません。すべての項目の内容をご確認の上、申請してください。

公募要領を必ず熟読ください。
※申請のために必要な情報が記載されています。

重要
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• ＧビズIDは、１つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。

Jグランツにて補助金申請を行うには、GビズIDの取得が必要です。必要書類等、お早めのご準備をお願いいたします。

• 本補助金の電子申請でご利用いただけるアカウントは、下記３種類です。

GビズIDをまだお持ちでない場合、まずは①もしくは③の取得が必須となりますので、GビズIDのトップページよりお手続きください。

※gBizIDエントリーでの申請はできません。

①gBizIDプライム：「法人代表者」又は「個人事業主」の方が発行できるアカウントです。発行には、必要書類をGビズ運用センターへ郵送する必要があります。

②暫定プライム：現在、電子申請の需要増加によりプライムアカウントの発行に約3～4週間を要しているため、一時的な特例措置として設けられたアカウント

です。最大48 時間程度（土日祝日を除く）での発行が可能です。なお、暫定プライムアカウントでは、メンバーアカウントの発行はできません。

暫定プライムアカウントで申請を行った場合、交付決定までに①の通常のプライムアカウントへの切り替えが必要です。

暫定プライムアカウントに関する詳細や、暫定プライムアカウントから通常のプライムアカウントへの変更手順については、 「ＧビズＩＤプライムアカウントを用いた

申請に関する変更点について」、「【ＦＡＱ】暫定ＧビズＩＤプライムアカウントの発行の措置について」をご確認ください。

• GビズIDに関するお問い合わせ先は、以下をご覧ください。

https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html

GビズIDについて

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/gbiz_information.pdf
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/gbiz_information.pdf
https://jigyou-saikouchiku.jp/pdf/gbiz_faq.pdf
https://gbiz-id.go.jp/top/contact/contact.html
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PDF化する

商工会/
商工会議所

事業者
支援機関確認書
（様式4）PDF

事業者

下書き中のJグランツに
アップロードし、申請する

受け取る

支援機関確認書（様式4）は商工会/商工会議所が発行するものです。なお、Jグランツでの申請時の添付は任意となります。

【支援機関確認書（様式4）の発行依頼の仕方】
次の書類を商工会/商工会議所へ提出してください。

• 印刷した「 【様式１】経営計画及び補助事業計画」（Ｊグランツにて入力した以外の項目）
• 「補助金額計算用資料」（Ｊグランツにて入力した項目を含む）
• Ｊグランツで入力した項目の一時保存の画面（PDF）

【支援機関確認書（様式4）のJグランツへの提出の仕方】
① 商工会/商工会議所から発行された支援機関確認書（様式4）をPDF化します。
② Jグランツの申請画面内に支援機関確認書（様式4）をアップロードする項目がありますので、PDFファイルをアップロードしてください。

様式４の発行の際、必要な書類

【様式1】経営計画及び
補助事業計画

（Ｊグランツにて入力した
以外の項目）
を印刷した書類

補助金額計算用資料（Ｊ
グランツにて入力した項目
を含む）を印刷した書類 Jグランツで入力した項目の

画面PDF（印刷）

PDF
提出

※様式４の発行には一定の日数がかかります

発行

支援機関確認書（様式4）の発行手順
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【新たにGビズIDを取得されたい方】
新たにGビズIDを取得されたい方は「GビズIDを取得する」をクリックし、
GビズIDのサイトにて申請します。
※GビズIDの詳細に関しては、GビズIDのトップページをご覧ください。

1
① ログイン時は右上のログインボタンをクリックします。

② 画面が遷移するため、「GビズIDでログインする」をクリックします。

③ 事前に申請したアカウントIDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックします。
※プライム、メンバー、暫定プライムの３つのアカウントがご利用いただけます。
なお、GビズIDについての詳細はこちらのページに記載しております。

Jグランツ入力要領（ログイン）

2

3

【ログインの仕方】

https://gbiz-id.go.jp/top/
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【自社情報の確認・編集の仕方】

① 画面右上のご自身のお名前横の▼をクリックします。

② 「自社情報の確認・編集」をクリックします。

③ 「登録情報の追加・変更」画面へ遷移します。

現在登録されている情報が表示されますが、編集も可能です。

①クリック

②クリック

【GビズIDに登録した情報を変更されたい方】

「GビズIDの登録内容」欄に表示されている内容を変更する場合は、

GビズIDのトップページから行ってください。

GビズIDおよびJグランツで登録した自社情報は、Jグランツの申請時に自動

反映される項目があります。そのため、申請前に必ず最新の状態とし、内容

が正しいかご確認ください。

Jグランツ入力要領（自社情報の確認・編集について）

③確認・
編集画面

https://gbiz-id.go.jp/top/
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② 検索ワードとして「低感染リスク型ビジネス枠」 と入力します。

① 「補助金を探す」 をクリックします。

④ 一覧が表示されるので、下記を選択します。
・ 「令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金
＜低感染リスク型ビジネス枠＞ 第〇回公募*」

＊申請する回が何回目の受付分かをご確認の上、選択ください。

※ページ最下部には、次のページへ遷移するボタンもございます。

③ 「検索」をクリックします。

1

2

3

4

※検索項目は、クリックすると表示・非表示を切り替えできます。
▼非表示状態

Jグランツ入力要領（補助金検索）（1/2）

【補助金検索の仕方】
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⑤ 補助金の「概要」「条件・期間」「詳細」を確認します。

⑥ 本補助金の申請フォームは下記の３つに分かれております。
該当する申請フォームより申請ください。
• 個人事業主用
• 法人用
• 特定非営利活動法人用

6

※クリックすると表示・非表示を切り替えできます。
▼表示状態

Jグランツ入力要領（補助金検索）（2/2）

【補助金検索の仕方（前ページの続き）】
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① 画面最下部にある「一時保存する」をクリックすると、その時点の入力内容が

一時保存されます。必須項目未入力所状態でも保存可能です。

※一定時間、操作をしない状態にすると、入力した内容が消えてしまいます。
画面最下部にある「一時保存する」ボタンを利用し、こまめに一時保存してください。

1

Jグランツ入力要領（一時保存する）

【申請データの一時保存の仕方】

【一時保存したデータの再開の仕方】

① マイページをクリックします。

② 申請履歴から、一時保存した事業を選択します。

1

2

③ 事業の詳細画面の、作成済みの申請欄から、再開したい申請をクリックします。

3



【個人事業主用】

16

【iPhone/iPad（iOS 11 以降）をご利用の方へ】

• iPhone/iPad（iOS 11 以降）では、カメラで写真を撮影した場

合の画像ファイル形式の標準が、高効率な「HEIF」になっています。

• iPhone / iPad（iOS 11 以降）をお使いの方が、写真撮影した

ファイルを証拠書類として提出する場合、標準のファイル形式を

「JPEG」形式に変更してください。

※「HEIF」形式ではデータ量が非常に大きいことから、電子申請に不都

合が生じないように行うものです。

【ファイル形式（「HEIF」→「JPEG」）への変更手順】

① ホーム画面より「設定」アプリを開きます。

② 「カメラ」をタップします。

③ 「フォーマット」をタップします。

④ 「互換性優先」を選択します。

⑤ 「互換性優先」にチェックマークがついていることを確認します。

⑥ ⑤までの設定完了後に写真の撮影を行ってください。

1 2 3

4 5

【Androidをご利用の方へ】
• 標準のファイル形式が「JPEG」形式であるため、設定の変更は不要
です。

Jグランツ入力要領（申請フォームでファイルを添付する際の注意点①）
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【スマートフォン内の複数画像をPDFへ変換する方法】

【iOSをご利用の方へ（左図イメージ図）】

① 写真アプリを開き、右上の「選択」をタップしてPDFに変換したい写真を全

て選択します。

② PDF化したい写真を選択したら、左下の共有アイコンをタップします。

③ 「その他」をタップします。

※共有メニューのアプリの部分に「ブック」が表示されている場合は「ブック」

をタップして⑤へ。

④ App一覧が表示されますので、その中から「ブック」をタップします。

⑤ ブックアプリが起動し、①で選択した複数枚の写真がPDF化されます。

※大量の写真を選択した場合は、変換に時間がかかることがあります。

1 2 3

4 5

【スマートフォンで撮影した複数枚の画像データを提出される方へ】

• スマートフォンで撮影した画像データについて、添付が可能なファイルは1

つの申請フォーム項目につき1つのファイルのみです。そのため複数枚の画

像データを証拠書類として提出する場合、1つのPDFファイルに統合する

必要があります。

• また1枚の画像内には1枚の書式のみを収めてください。（1枚の画像

内に複数枚の書類を載せないようお願いします。）

Jグランツ入力要領（申請フォームでファイルを添付する際の注意点②）

【Androidをご利用の方へ】

Androidのスマートフォンで複数の画像データをPDF化するには、外部のア

プリケーションをインストールしていただいて行う必要があります。
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➢ １－１ 申請者情報（1/2）

1

3 4

2

65

※申請フォームの各項目は、クリックすると表示・非表示を切り替えできます。
▼非表示状態

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

本画面の入力項目は、GビズID等の事業者情報が自動で入力されます。
自動入力されていない欄があればご入力ください。

① ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

② 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

③ 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

④ 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

⑤ 屋号や商号がない場合については記載しなくて構いません。

⑥ 全角カタカナで入力してください。
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1

3 4

2

65

7

8

Jグランツ入力要領（入力項目について）

本画面の入力項目は、GビズID等の事業者情報が自動で入力されます。
自動入力されていない欄があればご入力ください。

【申請フォームの入力の仕方】

① 代表者様の役職を入力してください。

② 代表者様の生年月日をカレンダーより選択してください。

③ 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

④ 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

⑤ ご連絡の取れるお電話番号を入力してください。
入力は、ハイフン（‐）を入れず、半角数字で行います。

⑥ 自動入力対象項目、且つ、編集できない項目のため、申請画面からは入力
できません。内容が正しいかご確認ください。
内容の修正を行う場合は、こちらのページをご参照の上、修正してください。

⑦ 自社ホームページが無い場合は「なし」と入力してください。

⑧ すぐ下に表示されている 「主たる業種」補足情報（※クリックすると表示・
非表示を切り替えできます）」 欄をご確認上、選択してください。

➢ １－１ 申請者情報（2/2）
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1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ １－１ 申請者情報（続き）

① すぐ下に表示されている 「常時使用する従業員数」補足情報（※クリック

すると表示・非表示を切り替えできます）」 欄をご確認の上、半角数字で

入力してください。
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① 半角数字で入力してください。

② 選択肢より選択してください。

③ 選択肢より選択してください。

④ 該当のご状況を選択してください。

1

3

2

4

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ １－１ 申請者情報（続き）
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1

3

2

4

① 必ず入力してください。

② 必ず入力してください。

③ 全角カタカナで入力してください。

④ 全角カタカナで入力してください。

⑤ 必ず入力してください。役職がない場合は「なし」を記載ください。

⑥ ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

• 本画面の入力項目は、本補助金に関する今後の連絡先（通知文
書の送付等）となります。

• GビズIDアカウント利用者情報がプレ入力されていますが、必要に応
じて修正し、最新の状態としてください。

• 代表者と連絡担当者等が同一の場合でも記載してください。

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ １－２ 申請者情報 連絡担当者（1/2）

5
6
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① 選択肢より選択してください。

② 必ず入力してください。

③ 必ず入力してください。

④ 建物名等がある場合に入力してください。

⑤ ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

⑥ ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

⑦ FAXがある場合に入力してください。

⑧ GビズID暫定プライムアカウント識別のため、事務局が管理に使用する
項目です。入力は不要です。

⑨ 必ず入力してください。

• 本補助金に関する今後の連絡先（通知文書の送付等）となります。
• GビズID登録情報が自動入力されていますが、必要に応じて修正し、最新の
正しい情報としてください。

• 代表者と連絡担当者が同一の場合でも記載してください。

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ １－２ 申請者情報 連絡担当者（2/2）

1

3

2

4

5

7

6

8

9
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必ず内容をご確認ください。
１つでも「いいえ」に該当する場合は申請できません。

① 該当するものにチェックしてください。

② 該当するものにチェックしてください。

③ 該当するものにチェックしてください。

④ 該当するものにチェックしてください。

⑤ 該当するものにチェックしてください。

⑥ 該当するものにチェックしてください。

1

3

2

4

6

5

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ２ 申請要件の確認（1/2）
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1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

① 以下の各加点項目について、該当の有無を必ず選択してください。

（詳細は以降の各項目の記載をご確認ください。）

「３（１）緊急事態宣言による影響」、

「３（２）多店舗展開」、

「３（３）給与支給総額増加」、

「３（４）事業場内最低賃金引き上げ」

該当する項目が1つ～4つで、加点項目を適用したい場合

・「適用がある」をクリックしてください。

・３（１）～（４）のうち、該当する項目について、必要事項の入

力や必要書類のアップロードが必要となります。画面を下に進めて、

該当する項目に移動してください。

該当する項目が全くないため、加点項目を適用しない場合

・「適用はない」をクリックしてください。

・「３ 加点項目」の適用ないため、画面を下に進めて、次の「４ 経

営計画及び補助事業計画」に移動してください。

（マニュアルはこちらのページに移動してください。）

➢ ３ 加点項目
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2

3

5

4

6

9

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

① 「緊急事態宣言による影響」の加点項目に該当するかどうかを選択してください。
※先に②～⑥について順に入力していただくことで該当する/しないを確認す
ることができます。

該当する場合（⑥の減少率が30％以上）
・「該当する」をクリックしてください。
・②～⑥を入力してください。

該当しない場合（⑥の減少率が30%未満）
・「該当しない」をクリックしてください。
・②～⑥及び⑨の入力は不要なため、次の3（2）に移動してください。

⑦ 事業収入減少証明書について、「こちら」をクリックして書式をダウンロードしてく
ださい。

⑧ ダウンロードした事業収入減少証明書に必要項目を記入してください。

⑨ 「ファイルを選択」をクリックして記入した事業収入減少証明書の電子データ
（WordまたはPDF）をアップロードしてください。
※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご確
認の上、アップロードしてください。

➢ ３（１）緊急事態宣言による影響

※赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
※黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

7
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10

1

① 「多店舗展開」の加点項目に該当するかどうかを選択してください。

該当する場合は、②～⑩の項目を入力してください。

該当しない場合は、次の３（３）に移動してください。

② 本社以外に事業に使用している事業所名（店舗名、支店名）を入力し

てください。

③ 事業所の郵便番号を入力してください。

ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

④ 選択肢より事業所の都道府県を選択してください。

⑤ 事業所の連絡先住所（市区町村）を入力してください。

⑥ 事業所の連絡先住所（番地等）を入力してください。

⑦ 事業所の連絡先住所（建物名）を入力してください。

⑧ 事業所の電話番号を入力してください。

ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

⑨ FAX番号がある場合に入力してください。

ハイフン（‐）を入れず、半角数字で入力してください。

⑩ 「１－１ 申請者情報」に記載の自社ホームページのURLと同じ場合でも、

入力してください。

また、当該Webサイトを有していない場合は、「なし」と記載してください。

2

3 4

6

98

7

5

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】➢ ３（２）多店舗展開
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2

５

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

① 記載されている選択項目A・Bのうち、該当する項目を選択してください。

② 賃上げ表明書について、「こちら」をクリックして書式をダウンロードしてください。

③ ダウンロードした賃上げ表明書に必要項目を記入してください。「代表者名」及
び「従業員代表」の箇所は、印刷して本人が自筆にて署名してください。
※電子署名は認められません。

④ 自署いただいた賃上げ表明書を電子データ化（PDF）またはお手持ちのスマー
トフォン等で撮影して画像データ化（JPG、GIF、PNG）してください。

⑤ 左側賃上げ表明書の「ファイルを選択」をクリックして電子データ（PDF）または
画像データ（JPG、GIF、PNG）をアップロードしてください。
※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご確
認の上、アップロードしてください。

⑥ 任意特定適用事業所該当通知書をお持ちの場合は、該当する書類を電子
データ化（PDF）またはお手持ちのスマートフォン等で撮影して画像データ化
（JPG、GIF、PNG）してください。

⑦ 右側任意特定適用事業所該当通知書の「ファイルを選択」をクリックして電子
データ（PDF）または画像データ（JPG、GIF、PNG）をアップロードしてください。
※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご確
認の上、アップロードしてください。

７

➢ ３（３）給与支給総額増加
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2

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

① 記載されている選択項目C・Dのうち、該当する項目を選択してください。

② 賃上げ表明書について、「こちら」をクリックして書式をダウンロードしてください。

③ ダウンロードした賃上げ表明書に必要項目を記入してください。「代表者名」及

び「従業員代表」の箇所は、印刷して本人が自筆にて署名してください。

※電子署名は認められません。

④ 自署いただいた賃上げ表明書を電子データ化（PDF）またはお手持ちのス

マートフォン等で撮影して画像データ化（JPG、GIF、PNG）してください。

⑤ 「ファイルを選択」をクリックして電子データ（PDF）または画像データ（JPG、

GIF、PNG）をアップロードしてください。
※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご確
認の上、アップロードしてください。

５

※赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
※黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

➢ ３（４）事業場内最低賃金引き上げ
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Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

① 経営計画及び補助事業計画について、「こちら」をクリックして書式をダウンロー

ドしてください。

② ダウンロードした経営計画及び補助事業計画の各項目を記入してください。

③ 「ファイルを選択」をクリックして、入力した経営計画及び補助事業計画の電子
データ（WordまたはPDF）をアップロードしてください。
※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご確
認の上、アップロードしてください。

④ 必ず入力してください。

※赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
※黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

➢ ４ 経営計画及び補助事業計画

1

4

3
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Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ５ 経費内容（１）経費区分

※赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
※黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

① 補助金額計算用資料について、「こちら」をクリックし、書式をダウンロードしてく

ださい。

※次項以降の「５ 経費内容（１）経費区分 ①機械装置等費～⑫

感染防止対策費」及び「５ 経費内容（２）補助申請額合計」の各

項目を入力するために必要なファイルとなります。

② ダウンロードした補助金額計算用資料について、シートの記載要領に従って項

目を入力してください。

③ 記載する金額の種別について、該当する項目を選択してください。

1

2

補助金額計算用資料

補助金額計算用資料

※ 本補助金は補助金額の算定が複雑となっております。経費内容や補助金

額等の入力内容に誤りがある場合、採択後に速やかに交付決定（事業開

始）ができない、また審査の対象外となる場合もあります。必ず「補助金額

計算用資料」を使用して補助金額を計算してください。
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Jグランツ入力要領（入力項目について）

➢ ５ 経費内容（１）経費区分 ① 機械装置等費
～ ５ 経費内容（１）経費区分 ⑪ 外注費

1
2

3

4 【申請フォームの入力の仕方】

※「５ 経費内容（１）経費区分 ①機械装置等費」～「５ 経費内容
（１）経費区分 ⑪ 外注費」ついては、全て同じ内容の項目となります。
本ページの入力の仕方をご確認いただき、①～⑪の該当する経費区分の
欄に必要事項を入力してください。

※経費区分「⑫感染防止対策費」のみでの申請はできません。

① 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、①経費内訳（単価、個数）の1行目の項目を入力してください。

② 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、②補助対象経費（円）の1行目の項目を入力してください。

③ 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、③具体的内容・必要理由等の1行目の項目を入力してください。

④ 異なる内訳の経費が2点以上ある場合は、1点目と同様に入力してください。

※5点以上ある場合は4点目の項目に入力してください。（経費内訳

（単価、個数）及び具体的内容・必要理由等は255字以内で入力

してください）
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4

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ５ 経費内容（１）経費区分 ⑫ 感染防止対策費(1/2）

① 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、①経費内訳（単価、個数）の1行目の項目を入力してください。

② 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、②補助対象経費（円）の1行目の項目を入力してください。

③ 各項目記入済の補助金額計算用資料の「① 経費入力シート（入力

用）」内、③具体的内容・必要理由等の1行目の項目を入力してください。

④ 異なる内訳の経費が2点以上ある場合は、1点目と同様に入力してください。

※5点以上ある場合は4点目の項目に入力してください。（経費内訳

（単価、個数）及び具体的内容・必要理由等は255字以内で入力

してください）

※経費区分「⑫感染防止対策費」だけでの申請はできません
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① 経費を計上する事業者は補足説明をご確認の上、ガイドライン名を入力してく
ださい。
※本経費を計上する事業者は、ガイドライン名の入力が必須となります。

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ５ 経費内容（１）経費区分 ⑫ 感染防止対策費(2/2）
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3

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ５ 経費内容（２）補助申請額合計

① 各項目記入済の補助金額計算用補助シートの該当するシート（「②-1

jGrants転記用シート」又は「③-1 jGrants転記用シート【特別措置適

用版】」）の内、④補助対象経費合計（円）の項目を入力してください。

② 各項目記入済の補助金額計算用補助シートの該当するシート（「②-1

jGrants転記用シート」又は「③-1 jGrants転記用シート【特別措置適

用版】」）の内、⑤補助金申請総額（円）の項目を入力してください。

③ 各項目記入済の補助金額計算用補助シートの該当するシート（「②-1

jGrants転記用シート」又は「③-1 jGrants転記用シート【特別措置適

用版】」）の内、⑥感染防止対策費の割合（％）の項目を入力してくだ

さい。
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商工会/商工会議所から支援を受けて、「支援機関確認書（様式

４）」を発行された方が添付・入力する欄です。

2

3

5

4

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

① 本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」を

ご確認の上、アップロードしてください。

② 該当するものを選択してください。

③ 支援機関確認書に記載の内容を転記してください。

④ 支援機関確認書に記載の内容を転記してください。

⑤ 支援機関確認書に記載の内容を転記してください。

➢ ６ 支援機関確認書
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① 必ずご確認の上、チェックしてください。

② 該当するいずれかを選択してください。

③ ②で事業開始日を選択した場合に、カレンダー（ ）より日付を選択して

入力してください。
※事業開始日は、令和3年（2021年）1月8日以降となります。

④ 「令和4年（2022年）2月28日」にチェックを入れてください。

2

3

4

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ７ 補助金交付申請書(1/2）
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3

4

1
① 必ずご確認の上、チェックしてください。

② 必ずご確認の上、チェックしてください。

③ 該当するいずれかを選択してください。

④ ③で（１）ありを選択した場合、入力してください。

すぐ下に表示されている 「補助事業に関して生ずる収入金」補足情報

（※クリックすると表示・非表示を切り替えできます）」 欄をご確認上、

選択してください。

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ７ 補助金交付申請書(2/2）
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① すぐ下に表示されている 「消費税の適用に関する事項」補足情報（※クリック

すると表示・非表示を切り替えできます）」 欄をご確認上、該当するいずれか

を選択してください。

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ７ 補助金交付申請書（続き）
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① いずれかの宣誓・同意書をダウンロードしてください。

「３（１）緊急事態宣言による影響」で該当しないと選んだ場合
・上段の「「宣誓・同意書」のダウンロードはこちら」の「こちら」をクリックして
宣誓・同意書をダウンロードしてください。

「３（１）緊急事態宣言による影響」で該当するを選んだ場合
・下段の「「宣誓・同意書（緊急事態宣言の再発令による特別措置の
運用者）」のダウンロードはこちら」の「こちら」をクリックして宣誓・同意
書をダウンロードしてください。

② 宣誓・同意書を印刷いただき、必ず代表者本人が該当箇所に自筆にてご

署名ください。

※電子署名は認められません。

③ 自署いただいた宣誓・同意書を電子データ化（PDF）またはお手持ちのス

マートフォン等で撮影して画像データ化（JPG、GIF、PNG）してください。

④ 「ファイルを選択」をクリックして電子データ（PDF）または画像データ（JPG,

GIF, PNG）をアップロードしてください。

※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」をご

確認の上、アップロードしてください。

4

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ８ 宣誓・同意書

※赤字の番号はJグランツ上での操作となります。
※黒字の番号はJグランツ外での操作となります。

1
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① 「ファイルを選択」をクリックして、提出書類①をアップロードしてください。

② 「ファイルを選択」をクリックして、提出資料②をアップロードしてください。

③ 「ファイルを選択」をクリックして、提出資料③をアップロードしてください。

※本手引内の「申請フォームでファイルを添付する際の注意点①②」

をご確認の上、アップロードしてください。

1 2

3

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ９ 添付する必要書類
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① すぐ下にある「利用規約」をご確認いただき、同意いただけましたら、「はい」を
選択してください。
※同意いただけない場合、申請できません。

1

Jグランツ入力要領（入力項目について）

【申請フォームの入力の仕方】

➢ ９ jGrantsの利用規約
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① 申請するをクリックします。

※入力項目にエラーがある場合は下記の様にエラーメッセージが表示されます。

エラー項目は、入力枠が赤く表示されますのでご確認ください。

一度申請を行うと、事務局からの差戻しや棄却がない限り、申請情報の修正や

キャンセルはできません。すべての項目の内容をご確認上、申請してください。

1

Jグランツ申請要領（申請する）

【申請の仕方】

② 最終確認のポップアップが表示されますので、再度、申請するをクリックします。

（必須項目未入力、入力エラーがある場合は、申請できません）
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① マイページをクリックします。

※ 「申請済みの申請」内のリンクをクリックすると申請した内容を確認できます。

申請後は差戻しされるまで編集は出来ません。

1

3

※ 補助金の通知文書については、Jグランツ上ではなく、メールにて直接送付

となる予定です。

※ 事業名は公募申請の提出からしばらくの間「タイトルなし」と表示されます。

Jグランツ（申請済みの確認の仕方）

【申請済みとなっていることの確認の仕方】

② 申請履歴欄から、確認したい事業を選択します。

2

③ 事業の詳細画面の、作成済みの申請欄から、申請状況を確認します。

「申請済み」となっていれば、申請は完了しています。



【個人事業主用】

45

① ブラウザ右上の設定（縦に3つの点が並んだアイコン）をクリックする。

③ 送信先「PDFに保存」を選択してください。

※Jグランツ申請内容を印刷されたい場合、PDF出力後に印刷してください。

ブラウザは、PDF出力が正確にされる「Google Chrome」を推奨しております。

② ウィンドウ内の「印刷」をクリックする。

1

2

3

Jグランツ（印刷、PDF出力方法）

【申請内容の印刷やPDFの出力の仕方】

④ 保存をクリックしてください。
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① 「よくあるご質問」内に、チャットボットでご案内中の全てのQAを掲載して

おります。

PDF形式でダウンロードも可能ですので、ご活用ください。

② また、24時間受付のFAQチャットもございます。

カテゴリからのご選択か、短文・単語でのご質問内容の入力が可能です。

1

2

Jグランツ（よくあるご質問）

【よくあるご質問のご案内】

https://fs2.jgrants-portal.go.jp/QAList.pdf

